
小児科施設の開設を
支援します！

曽於市小児科施設開設支援補助金
始まります！

曽於市では、市民が安心して子育てができる環境づくりを進めるため、
市内に小児科施設を開設（増設、増築を含む。）しようとする医師又は
医療法人に対し、開設費用の一部を補助します！

◎補助対象者◎
⑴開設を行う小児科施設の所在地が市内であること。 
⑵地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとすること。 
⑶小児科施設で診療を10年以上継続する見込みがあること。 
⑷市立学校の校医その他市が実施する事業について、市から協力を求められた

時に協力できること。 

◎補助対象事業及び経費◎

事業 内容 経費 経費

新規開設事業
新たに小児科施設
を開設するために必
要な整備を行う

①土地の取得費

②建物の取得費

③医療機器の取得費

補助対象経費の２
分の１以内

最大…１億円
小児科施設の新設
事業

既に開設している病
院及び診療所に必
要な整備を行う事業

気になった方、検討される方はお気軽にご相談ください！

相談
お問合せ先

曽於市役所　保健課
電話　0986-76-8806（直通）
〒 899-8692
鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地


